
「言語としての手話の理解の促進及び手話等の普及に関する条例」（案）要綱

（１）前文

言語は互いをわかり合い，知識を蓄え，文化を創造する上で重要なものであり，人類の

発展に大きく寄与してきました。

言語には発話により表現する音声言語以外に，身振り，文字等により表現する非音声言

語があり，障害者の権利に関する条約では，手話その他の形態の非音声言語が言語である

ことが明確に定められました。

非音声言語の中でも特に手話は，文法，単語表現等他の言語とは全く異なる体系をなし

ています。言語としての手話を理解するためには，そのような違いを認識し，日常的に手

話を必要とする人，主にろう者が健聴者とは異なる言語活動を行っていること，手話に

より意思疎通を図る権利は尊重されなければならないことについての理解が深まるこ

とが求められています。

また，障害には，視覚障害，聴覚障害，肢体不自由等の身体障害，知的障害，精神障害

その他多様な障害があります。これらの障害がある人が使用する，障害の特性に応じた多

様な意思疎通の手段の普及には，その手段を使用する人が自ら選択する機会を十分に確保

されることが必要となります。

本市では，言語としての手話の理解の促進に努めるとともに，多様な意思疎通の手段を

普及させることで，障害の有無にかかわらず，全ての市民の意思疎通が円滑に行われ，お

互いを理解し合い，自分らしく安心して暮らすことのできる共生社会を実現するため，こ

の条例を制定します。

（２）目的

この条例は，手話が言語であるという認識に基づき，手話の理解の促進及び手話等の普

及に関して基本理念を定め，市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするととも

に，全ての市民がお互いを理解し合い，自分らしく安心して暮らすことのできる共生社会

を実現することを目的とします。

（３）定義

この条例において，次に掲げる用語の意義は，それぞれ次のとおりとします。

①手話等 手話，要約筆記，点字等の障害の特性に応じた多様な意思疎通のための手段

をいいます。

②障害者 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する者をいい

ます。

③合理的配慮 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６

５号）第５条に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を

いいます。



（４）基本理念

・手話の理解の促進は，手話が独自の言語体系を有する文化的所産であるとの理解

を基本として行わなければならないものとします。

・手話の理解の促進及び手話等の普及は，次に掲げる事項を基本として行われなければ

ならないものとします。

ア 障害者がその障害の特性に応じた意思疎通の手段を自ら選択する機会が確保さ

れること。

イ 全ての人が障害者の手話等により意思疎通を行う権利並びに相互の人格及び個性

を尊重すること。

（５）市の責務

市は，（４）の基本理念に基づき，市民の手話への理解を深め，手話等の普及に関する施

策を推進することとします。

（６）市民の役割

市民は，（４）の基本理念に対する理解を深め，市が推進する施策に協力するよう努める

ものとします。

（７）事業者の役割

事業者は，（４）の基本理念に対する理解を深め，市が推進する施策に協力するよう努め

るとともに，手話等による意思疎通の手段が円滑に行われるよう合理的配慮の提供に努め

るものとします。

（８）施策の策定方針

・市は，（５）の責務を果たすため，次に掲げる施策を障害者基本法第１１条第３項の

規定による津山市障害者計画において定め，総合的かつ計画的に推進するものとしま

す。

①手話が言語であることの理解の促進及び手話等の普及に関する施策

②手話等を学ぶ機会の提供等に関する施策

③手話等による情報の発信及び取得に関する施策

④手話等による意思疎通の支援に関する施策

⑤手話等による意思疎通の支援者の確保及び養成，資質向上に関する施策

⑥その他この条例の目的を達成するために必要な施策

・市は，①から⑥の施策を推進するに当たっては，障害者その他の関係者の意見を聴き，

その意見を尊重するよう努めるものとします。



（９）施策の点検及び評価

市長は，手話が言語であることの理解の促進及び手話等の普及に関する施策の実施状

況について，津山市障害者施策推進審議会（津山市障害者施策推進審議会条例（昭和５

５年津山市条例第６号）第１条に規定する「審議会」をいう。）の点検及び評価受ける

ものとします。

（１０）施行期日

この条例は，令和２年４月１日から施行することとします。


